
医療法人社団医眞会居宅サービス事業所眞内科クリニック    
      
第１号通所事業（通所介護相当サービス）運営規程     
     
          
【事業の目的】          
第 1 条 医療法人社団医眞会が開設する介護保険法に基づく第１号通所事業所（通所介護

相当サービス）（以下「事業所」という）が行う第１号通所事業（以下「事業」と

いう）の適切な運営を確保する為に人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所

に従事する生活相談員等配置職員（以下「介護職員」という）が要支援又は、事業

対象者状態にある高齢者（以下「利用者』という）に対して適切な事業を提供する

ことを目的とする。  
          
【基本方針】          
第２条 利用者が可能な限りその在宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活

を営むことができるよう、必要な日常生活の援助及び機能訓練を行うことにより、 

利用者の社会的孤立感の解消及び、心身機能の維持並びに利用者家族の身体的及 
 び精神的負担の軽減を図る。       
          
【運営方針】          
第３条 １．当事業所において提供する事業は、介護保険法並びに関係する厚生労働省令、

静岡市条例、告示の趣旨及び内容に沿ったものとする。 
２．利用者の人格を尊重し、常に利用者の立場にたったサービスの提供に努めると

ともに、利用者及びその家族の必要とするサービスを的確に把握し、個別に通

所介護相当サービス計画を立案作成することにより利用者が必要とする適切

なサービスを提供する。 
 ３．利用者又はその家族に対し、サービスの内容及び提供方法について分かり易く 
   説明する。         
 ４．適切な介護技術を持ってサービスを提供する。     
 ５．常に提供したサービスの質の管理、評価を行う。    
 ６．介護予防サービス計画が作成されている場合は、当該計画に沿った事業を 

提供する。 
          
 
 
 



 
【事業所の名称及び所在地】       
   
第４条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。 
 １．名称  居宅サービス事業所 眞内科クリニック 
 ２．所在地  静岡県静岡市清水区入江南町９番２４号 
          
【職員の職種、員数及び職務内容】       
第５条 事業所に勤務する職種、員数は次のとおりとする。 
 １．管理者                  1 名 
  管理者は、事業所に従事する職員の管理及び職務の管理を行う。 
 ２．介護職員等の職種は次のとおりとし、静岡市長が定める「人員に関する基 
  準」を下回らない員数とする。 
  
（イ）生活相談員             1 名以上  
    生活相談員は、利用者及びその家族の必要な相談に応じるとともに適切な 

サービスが提供されるよう、事業所内のサービス調整、居宅介護支援事業者等他機

関との連携等必要な役割を果たす。 
 
（ロ）看護職員             １名以上 
    看護職員は、健康チェック等を行うことにより利用者の健康状態を的確に 

把握するとともに、利用者が各種サービスを利用する為に必要な処置を行うもの

とする。 
          
（ハ）介護職員          3 名以上 
 介護職員は、事業の提供にあたり利用者の心身の状況等を的確に把握し、 

利用者に対し適切な介助を行うものとする。 
          
（ニ）機能訓練指導員      １名以上 
 機能訓練指導員は、利用者が日常生活を営む為に必要な機能の減退を防止する 
 に必要な機能訓練等を行うものとする。 
 
 
 
 
 



 
【営業日及び営業時間】 
第６条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。 

１．営業日は、月曜日から土曜日までとする。 
  ただし、年末年始及び事業所が定める日を除く。 

２．営業時間は、午前 8時 30 分から午後 5時 30 分までとする。 
３．サービス提供時間は、月曜日から土曜日は午前 9時 30 分から午後 4時 35 分ま

でとする。また利用者の心身の状況に応じて利用時間が変更になる場合がある。 
 

【利用定員】 
第７条 事業所における利用定員は、29 名とする。 
          
【事業の内容及び利用料】        
第８条 １．事業の内容は次のとおりとし、事業を提供した場合の利用料の額は、静岡市長 

が定める基準（以下「介護報酬」という）によるものとし当該事業が法定代理 
受領サービスである時は、その１割又は２割又は３割の額とする。 

  ①介護サービス 
  ②食事サービス（食材料費は、自己負担） 
  ③入浴サービス 
  ④生活指導（相談援助等） 
  ⑤口腔機能向上 
  ⑥機能訓練（日常動作訓練、筋力トレーニング訓練） 
  ⑦健康状態の確認 
  ⑧送迎サービス 
  ⑨介護方法の指導（家族介護者等） 
 ２．通常の事業の実施地域は、静岡市清水区とする。 
 
【法定代理受領分以外の利用料】 
第９条 １．法定代理受領分以外の利用料については、次のとおりとする。 

（イ） 前項の通常事業の実施地域を越えて行う事業に要した送迎費並びに 
静岡市長が定めるところにより、事業所が利用者から徴収することができ

るとされている介護報酬とは別の利用料の額は、実費相当額（概ね、１ｋ

ｍあたり２００円）とし、地域における他事業者との均衡を勘案して決め

る。 
（ロ）昼食費６９０円、おやつ代８０円とする。 

 （ハ）事業でのレクリエーションにおける材料費については、必要と認められる 



場合に徴収し、その額については適宜適切な額を勘案して決める。  
 ２．前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に 
 文書で説明をしたうえで支払いに同意する旨の文書に署名を受けることとする。 
  
【第１号通所介護計画の作成等】 
第１０条 １．事業の提供を開始する際には利用者の心身の状況、希望及びその置かれ 
    ている状況並びに家族等介護者の状況を十分に把握し、個別に 

第１号通所介護計画を作成する。 
 

  ２．第１号通所介護計画作成及び変更の際には、利用者又はその家族に対して 
    当該計画の内容を説明し同意を得る。 
 
  ３．利用者に対して第１号通所介護計画に基づき、各種サービスを提供すると 

ともに継続的なサービスの管理評価を行う。 
          
【サービスの提供記録の記載】 
第１１条   事業を提供した際は、その提供日及び内容、利用者に代わって支払いを受け 

る介護報酬の額とその他必要な記録を所定の書面に記録する。 
          
【教育訓練】 
第１２条 事業に従事する介護職員、全てに対し教育訓練を行う。 
 １．定期的に開催される「ペリカン勉強会」への参加。 
 ２．内外部で開催される「研修会及び講習会」への参加。 
 ３．日々行われるミーティングでの教育訓練を行う。 
 
【苦情の処理】 
第１３条 提供した事業に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応する為、 

担当者の配置、事実関係の調査、改善処置、利用者又はその家族に対する説明、 
記録の整備その他必要な処置を講ずる。 

          
【損害賠償】 
第１４条 利用者に対する事業の提供により賠償すべき事故が発生した場合には損害賠償 

を速やかに行う。 
 
 
 



【衛生管理】 
第１５条 １．事業に使用する備品等を清潔に保持し、定期的な消毒を施すとともに、 

常に衛生管理に十分留意するものとする。    
  ２．介護職員等は、感染症等に関する知識の取得に努める。 
 
【感染症の予防及びまん延の防止】 
第１６条 １．感染症対策委員会を設置し、おおむね６ヶ月に１回定期的に開催する。 
     ２．感染症の予防及びまん延防止のための指針には平常時の対策及び発生時の 

対策を規定する。 
３．感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を行い、感染対策の 
基礎的内容等の適切な知識を普及・啓発するとともに党外事業所における 
指針に基づいた衛生管理の徹底や衛生的なケアの励行を行う。 

 
【緊急時等における対応方法】 
第１７条 介護職員などは、サービス提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が 

生じたときは、速やかに家族と主治医に連絡し提携先病院に受診又は救急車 
対応するなどの措置を講ずるともに管理者に報告するものとする。 

 
【非常災害対策】         
第１８条 非常災害に際して必要な具体的計画の策定、避難救出訓練等の対策に万全を 

期さなければならないものとする。その為に、防火管理者を置き消防計画書の 
策定及びこれに基づく消防法業務の実施はその者に行わせることとする。 

 
【通所介護相当サービスにおける地域などとの連携】 
第１９条 利用者の地域における社会参加活動や地域住民との交流を促進するため、 
     地域住民やボランティア団体等との連携及び協力を行う等の地域との交流に 
     努める。 
 
【虐待防止のための措置に関する事項】 
第２０条 事業所は利用者の人権の擁護・虐待防止等のため次の措置を講ずるものとする。 
     １．虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催し、その結果に 

ついては従業者等に周知する。 
２．虐待防止のための指針を整備する。 
３．従業者に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施する。 
４．前３号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を定める。 
５．利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 



６．事業者はサービス提供中に従業員又は養護者（利用者の家族等高齢者を現に 
養護する者）による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに 
これを市町村に通報するものとする。 

 
【ハラスメント防止のための措置に関する事項】 
第２１条 事業者は従業者の就業環境が害されないように以下の必要な措置を講じる。 
     １．従業者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な措置を講じる。 
     ２．被害者への配慮のための取組（メンタルヘルス不調への相談対応、行為者に 

対して１人で対応させない） 
３．被害防止のための取組（マニュアル作成や研修の実施等、業種・業態等の 
状況に応じた対応を行う） 

          
【サービス利用にあたっての留意事項】 
第２２条 事業を利用中に万が一事故や発病した場合の医療費は本人負担とし、 

その旨を利用者又はその家族から承諾を得ることとする。 
          
【その他運営に関する重要事項】 
第２３条 事業所は、介護職員等の質的向上を図る為の研修の機会を次のとおり設ける 

ものとし、又業務体制を整備する。 
  １．採用時研修を行う。 
  ２．その他必要時に研修を行う。 
  介護職員等は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。 

又、介護職員等であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を 
保持させる為、事業所の職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持 
させるべき旨を職員の雇用契約の内容に加える。 

  ３．担当者は教育計画について相談に応じる。 
  ４．担当者は指導要綱について相談に応じる。 
  ５．担当者はその他業務についても相談に応じる。 
          
  この規程に定める事項の他、運営に関する重要事項は、医療法人社団医眞会と管理者と 
  の協議に基づいて決めるものとする。 
 
附則 この規程は、平成 １８ 年 ４ 月 １ 日から施行する。 
  平成 １８ 年  ８月 １５日 
  平成 １８ 年  ８月 ２１日 
  平成 １９ 年  １月 １ 日 



  平成 １９ 年  ６月 １ 日 
  平成 １９ 年  ８月 １ 日 
  平成 １９ 年  ９月 １ 日 
  平成 １９ 年 １０月 １ 日 
  平成 １９ 年 １１月 １５日 
  平成 ２０ 年  ２月 １５日 
  平成 ２０ 年  ４月 １５日 
  平成 ２０ 年  ５月 １６日 
  平成 ２０ 年  ７月 １６日 
  平成 ２０ 年 １０月 １５日 
  平成 ２１ 年  ４月   １日 
  平成 ２１ 年  ４月  １６日 
  平成 ２１ 年  ７月  １日 
  平成 ２１ 年 １１月  １日 
  平成 ２２ 年  ３月  １日 
  平成 ２２ 年 １１月  １日 
  平成 ２３年   １月  １５日 
  平成 ２３年  １１月  １５日 
  平成 ２３年  １２月   １日 
  平成 ２４年   ６月  １１日 
  平成 ２５年   ７月  １６日     
  平成 ２６年   ４月   １日 
  平成 ２７年   ４月   １日 
  平成 ２９年  １０月  １５日  
        平成 ３０年   ８月   １日 
        令和  ３年   ２月   ９日 
        令和  ４年   ７月   １日 
        令和  ５年   ７月  １７日 
        令和  ６年   ９月   ２日 
        令和  ７年   ４月   １日 
 
 


